
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

経営戦略計画 令和 2 年度～令和 4 年度 
 

【令和 3 年度 改定版】 
 



 
はじめに 

 
名古屋上下水道総合サービス株式会社は、名古屋市上下水道局及び名古屋市指定

水道工事店協同組合の出資を受け、平成 23 年４月１日に前身である財団法人水道

サービスからの事業譲渡により、事業を開始しました。 

現在では局の補完・代行を担いながら培ってきたノウハウを活かし、名古屋市や

名古屋市以外の上下水道事業体等の多様な事業に携わっています。 

近年、多くの上下水道事業体では、人口減少や節水機器の普及による料金収入の

減少、老朽化した管路や施設の改築・更新、職員の減少に伴う技術継承といった課

題に直面しています。 

さらに、南海トラフ巨大地震や毎年のように全国各地で発生する風水害など、災

害対策の充実が求められています。こうした状況のもと、中小の事業体がこのよう

な課題に単独で対処していくのは困難な分野もあり、広域的な連携の視点を踏まえ

た対応や官民連携の推進が求められています。 

名古屋市では、外郭団体を「市に代わって『行政の活動領域』を担う主体、すな

わち専門的な行政機能を補完・代替する役割を担う存在」として位置付けています。 

また、局が策定した「名古屋市上下水道経営プラン２０２８」では、当社を通じ

た業務支援によって、近隣上下水道事業体の課題解決に寄与することが施策として

掲げられています。さらに、「名古屋市上下水道局事業継続計画（地震対策編）」で

は、発災時において当社が名古屋市の応急給水や応急復旧に協力することとなって

います。 

令和２年度は、当社の事業開始から１０年目という大きな節目の年となります。

これを機に決意を新たにし、今まで培った技術をさらに高め、補完・代行機能を強

化するとともに、近隣上下水道事業体との信頼関係を強めて、※ソーシャルカンパ

ニーとしての幹を太くしていきたいと考えています。 

そして、名古屋市及び名古屋市以外の上下水道事業体からの業務を少しずつ増加

させ、新たな事業領域という葉を繁茂させ、緑の色が褪せることのないようにしっ

かりと根を張り、将来に亘って安定的な事業経営基盤を確立していくことを目的と

して、ここに新たな経営戦略計画（ＮＡＷＳみらいプラン）を策定しました。 

今後とも、当社へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
 ※ソーシャルカンパニー：社会的課題の解決を目的として収益事業を継続的に行う企業 

 
 
 
 
                          
 

※NAWS(ナウス)：NAgoya Water and Sewage 

                     General Service Co.,Ltd

「水」と「人」の環 - 信頼の
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１ 経営戦略計画の策定 

 

（１）計画策定の考え方 

 

  

  経営理念のもと、経営戦略方針、経営戦略目標を実現するため、名古屋市が策 

 定した「外郭団体のあり方」における４つの戦略基軸 ①公共サービスの充実  

 ②人材力・現場力の強化 ③財務内容の改善・向上 ④効率性の発揮と成果  

（本計画では上記４つの戦略機軸のうち、③財務内容の改善・向上と④効率性の 

発揮と成果を１つの戦略基軸としてまとめる）に対応した具体的な事業実施計画 

として経営戦略計画を策定する。 

 また、前計画期間における取り組み結果を踏まえ、事業の現状と課題を整理 

したうえ、本計画における取り組み及び成果指標を決定し、決定した取り組み 

を着実に進めていくものとする。 

 

 

 

（２）計画の構成 

 

 本計画は、次の４つの項目から構成する。 

 

 ① 経営理念、経営戦略方針及び事業概要 

 ② 経営戦略目標 

 ③ 個々の取り組み及び成果指標 

 ④ 計画の進行管理 

 

 

 

（３）計画期間設定の考え方 

 

 本計画で策定した取り組みと名古屋市の施策、近隣上下水道事業体の動向や社会

情勢とのかい離が進まないよう、短期で計画を見直すものとする。 

 また、これまで策定した経営戦略計画との継続性も考慮し、計画期間を３年間と

する。 

 

 計画期間 ： 令和２年度から令和４年度まで 
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２ 経営理念、経営戦略方針及び事業概要 

 

 

（１）経営理念 

 

 

  ライフラインである上下水道事業の一翼を担うソーシャルカンパニーとして、 
 社会的課題の解決と営利企業の融合を目指します。 

 

 

 

（２）経営戦略方針 

 

 

  これまで培ってきた上下水道に関するノウハウをさらに高め、安定的な事業 
 運営の推進により信頼を獲得し、上下水道を取り巻く課題の解決に貢献するこ 
 とを目的として、補完・代行機能をより強化しながら、名古屋市域外へも積極 
 的な事業展開を図っていきます。 
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（３）事業概要 
 

 

①名古屋市からの受託業務 

 
 ・給水装置、排水設備道路取付管工事等 

    道路内の給水装置取付工事 
排水設備取付工事 

 
 
 ・上下水道施設、上下水道付随施設の管理・ 

運営業務 
    汚泥処理施設、雨水ポンプ所、 

水処理センター等の下水道基幹施設や 
付随施設の管理・運営 

 
 
 ・水道メータの検針業務等 

    水道メータの検針、井水検針、 
市外給水区域の上下水道料金の督促・ 
徴収等 

 
 
 ・給排水設備関連業務 

 排水設備現場確認、貯水槽水道点検、 
臭気調査、公共下水道接続勧奨等 

 
 
  ・上下水道工事の施工監理業務 

 下水道施設建設工事の工事監理補助、 
道路掘削跡復旧工事監督補助 

 

 
  ・研修関連業務 
    水道関連研修の実施支援 
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②名古屋市以外の上下水道事業体からの受託業務等（※協定締結による実施業務を含む） 

 
  ・各種計画策定支援業務 
    施設更新計画、経営戦略計画等の 

上下水道事業に関する計画策定に 
係る支援、基礎資料の作成等 

 

 

  ・給排水設備関連業務 
    給排水設備の受付・審査・現場検査、 

公共下水道接続勧奨 

 
 

  ・上下水道工事の施工監理業務 
    上下水道工事の施工監理 
    水道施設建設工事の施工監理 

 
 
  ・水道施設の維持管理業務 
    配水管・給水管の埋設状況確認、 

配水池・ポンプ場等の点検確認、 
水圧測定、配水区切替等に係る 
バルブ操作等 

 
 

  ・営業関連業務 
    水道メータの検針、料金収納等 

 
 
 
  ・研修、講習会関連業務 
    上下水道関連研修の企画運営、 

受託研修の実施、研修講師の派遣 

 
 
      ※協定： 名古屋市以外の上下水道事業体が実施する上下水道関連事業について、 

            局及び当社が業務支援することを定めた実施協定 
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３ 経営戦略目標 

 

  経営戦略方針を踏まえ、戦略基軸の分類に従い、現状と課題を整理し経営戦略 

 目標を定める。 
 
（１）公共サービスの充実 
 

上下水道局の補完・代行を担う団体として、公的な役割を果たし、また、採

算性、経費節減の観点に留意しつつ、近隣上下水道事業体の課題解決に寄与す

る。 
 

 

 

○局の出資法人として、公的な役割が求められる業務の実施や上下水道事業の技術・技能 

を継承することが求められている。 
 

○局の補完・代行業務で培った技術力を活かして近隣上下水道事業体での支援業務を実施

している。近隣上下水道事業体の課題は多様化しており、課題解決に寄与することが求

められている。 
 

○局の出資法人として、環境保全や防災に寄与する取り組みを進めている。 
 

 

 

 

 

○局から求められる技術力を確保するとともに、柔軟な業務実施体制を構築する。 
 

○近隣上下水道事業体が抱える課題を把握し、課題解決に寄与する業務を事業体の視点に

立って実施する。 
  

○環境保全活動を継続して実施するとともに、災害時の対応力を強化するため、個人の意 

識醸成や事業継続計画に係る取り組みを進める。 

  

 

 

 

 

○局の業務を補完・代行する団体として、外郭団体の特性を活かし、局や近隣上下水道事

業体の課題解決に資する。 
 

○局と共に培ってきた技術力で、サービス水準の一層の向上を図る。 
 

○災害発生時に他の業務に優先して局の応急対策に協力できるよう、支援体制を整備する。 

 

 

現 状 

課 題 

経営戦略目標 
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（２）人材力・現場力の強化 

 

「社員一人ひとりが組織の成果を生み出す源泉である」という基本に立ち、 

  人材育成に注力することで、現場の力を引き出していく。 
 

 

 

○技術力を要する業務に経験豊富な社員を配置しているが、高年齢化が進んでいる。 
 

○社員の能力向上を図るため社員研修計画を策定し社内外の研修を体系的に実施してい 

るが、当社を取り巻く環境の変化に対応できるよう、社員一人ひとりのレベルアップが 

求められている。 
 

○業務の遂行に必要な資格を取得するための制度を運用しているが、今後も受託する業務 

に応じた資格を取得していく必要がある。 
 

○風通しの良い職場環境の構築に努めているが、組織が拡大しているため部門間の連携が 

さらに重要となっている。 
 

○安全衛生や情報保護、適正な事務処理の管理により、公的な役割を担う団体としてガバ 

ナンスの徹底を図っている。 

 

 

 

○業務の遂行に必要な人員を確保し、経験豊富な社員からプロパー社員への技術継承を確 

実に進め、効率的な業務実施体制を確立する。 
 

○社員のさらなる能力向上を図るため、研修内容を見直し、環境の変化に対応できる社員 

教育を行う。 
 

○資格取得制度を効果的に活用することで、業務の遂行に必要な資格を計画的に取得する。 
 

○社員間でコミュニケーションが活発に行える職場環境を整備し、部門の枠組みを越えた

情報共有を円滑に行う。 
 

○ガバナンスをさらに強化するため、社会環境の変化等に応じた管理方法の見直しや社員

の意識改革を行う。 

 

 

 

○業務に必要な人材を計画的に採用するとともに実効性のある研修等により、社員の能力

向上を目指す。 
 
○風通しの良い職場環境を構築し、部や課の枠組みを越えた協力体制を整える。 
 
○ガバナンスを高め適正事務を徹底するとともに、情報管理を強化する。 
 

 

現 状 

課 題 

経営戦略目標 
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（３）財務内容の改善・向上、効率性の発揮と成果 

 

事業の効率性を高めるとともにコスト意識を徹底することで、「 小の経費

で 大の効果」を追求する。 
 

  

   
○局や近隣上下水道事業体等の新規業務により収益は拡大しているが、会社を取り巻く 

環境は複雑化しており、将来の業務獲得は不透明な状況である。 
 

○経費の抑制等により社全体では収支の健全性を保っているが、業務によっては厳しい 

収支状況となっている。 
 

○上下水道事業体の基盤強化に資する業務を行っている。今後もソーシャルカンパニー 

の趣旨に沿った業務の展開が求められている。 
 

○当社の特性が活かせる業務であっても、競争入札への参加により業務を獲得する必要 

があり、厳しい状況となっている。 

  

 

 

 

○安定的な経営を継続するため、会社を取り巻く環境の変化にもフレキシブルに対応す 

ることで、収益の維持・拡大に努める。 
 

○社員一人ひとりがコスト意識を高めるとともに、部門別の収支改善策を検討する。 
 

○ソーシャルカンパニーとして、社会的課題の解決に資する業務の実施と収支の両面を

考慮し、新たな事業領域へも参入する。 
 

○当社がこれまで培ってきた技術力や、きめ細やかなノウハウの維持・研鑽に努め、今 

後も競争入札への参加による業務獲得を図る。 

 

 

 

 

○収支の健全性を維持し、安定的な経営基盤を確立する。 
 
○効率性を考慮した新たな事業領域への参入や、競争入札への参加等により業務を獲得し、

収益の拡大をめざす。 
 
○業務の受注状況に応じ、柔軟に対応できる業務実施体制を構築し、人件費を抑制する。 
 

 

 

 

現 状 

課 題 

経営戦略目標 
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４ 個々の取り組み及び成果指標 
 

経営戦略目標に基づき、個々の取り組み及び成果指標を定める。 
 

（１）公共サービスの充実 

 

取組項目 取 組 内 容 

補完・代行業務

の充実 
【質の高い業務の提供】 

・局から継承した技術力を活かして、上下水道事業の円滑な運営へ資する高水 

準のサービスを安定的に提供する。 

【技術力の向上と技術継承の推進】 

・上下水道事業を取り巻く環境の変化に応じて、局から求められる役割に柔軟 

に対応するため、上下水道関係の講習会やイベント等に参加し、知識や技術 

を積極的に習得する。 

・局から継承した技術力を確実に継承する。 

【受託体制の整備】 

・局からの業務を確実に実施するとともに、技術力を確実に継承するため、プ 

ロパー社員、ＯＢ社員等が融合した業務実施体制を整備する。 

名古屋市以外の

上下水道事業体

への支援 

【課題解決に資する業務の提供】 

・上下水道事業体を取り巻く環境の変化をいち早く掴み、情報を発信する。 

・局が実施する広域連携連絡会議への参加等により、事業体が抱える課題を把 

 握し、課題解決に資する業務を事業体の視点に立って実施する。 

【支援体制の強化】 

・上下水道事業体から受託した業務を将来に亘って安定的に実施するとともに、

事業体からのニーズに対応できるよう、人材確保や技術継承により支援体制 

を強化する。 

サービスの向上 【社員の意識向上とスキルアップ】 

・上下水道事業体や地域の皆さまからの要望に対して、より高いサービスで応え

られるよう、研修の受講や当社が実施するアンケート結果を業務へ反映させる

ことにより、社員のスキルアップや意識向上に努める。 

・新型コロナウイルス感染拡大に対応する方策として、オンライン講習の開講な

どＩＣＴ技術を用いたサービスの向上に努める。 

安心・安全な 

まちづくり、環境

保全への貢献 

【安心・安全なまちづくり、環境保全に配慮した事業の実施】 

・水処理センター及び汚泥処理施設の適正な運転管理により水環境の向上に寄 

与するとともに、雨水ポンプ所等の適正な運転管理により市街地の浸水被害 

の軽減に寄与する。 

・水道と下水道の取付管工事を同一の掘削箇所内で同時に行うことで、環境への

負荷を軽減する。 
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取組項目 取 組 内 容 

安心・安全な 

まちづくり、環境

保全への貢献 

【災害時の応援協力】 

・局との協定に基づき、発災時には局からの要請に対し自社の業務に優先して 

応急給水、応急復旧その他の応急措置活動を行う。 

・防災訓練を実施し、その検証結果を災害対策要綱やＢＣＰにフィードバック 

する。 

・災害時に現場力を発揮できるよう、局との合同防災訓練などに参加して、災 

害対応能力を強化する。 

【地域に貢献する活動】 

・高齢者の見守り活動や、道路陥没による事故防止に寄与する活動を行う。 

 
 
◎成果指標 
 

新規・拡充業務を各年度 5 件以上獲得する。 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

   

 

 

当社実施講習受講者の理解度 90％以上を達成する。

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

   

 

 

検針部門におけるお客さま満足度 90％以上を 

達成する。 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 件以上 5 件以上 5 件以上

90％以上 90％以上 90％以上 

90％以上 90％以上 90％以上 
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（２）人材力・現場力の強化 

 

取組項目 取 組 内 容 

人材の育成・確保 
【社員の育成と技術の継承】 

・社員研修を体系的に実施し、業務の遂行に必要な能力の向上を図る。 

・ＯＪＴの実施や業務実施マニュアルの作成等により、経験豊富な社員が保有 

する技術力をプロパー社員が継承する。 

【業務に必要な資格の取得】 

・将来の業務実施体制を見据え、必要な資格を計画的、体系的に取得する。 

【必要な人材の確保】 

・採用活動の見直しにより、業務の遂行に必要な人員の確保に努める。 

組織の活性化 【業務改善意識の醸成】 

・社員からの業務改善に係る報告及び提案を募集する。また、効果が期待でき 

る改善策については社内の共有を図る。 

【情報共有の促進】 

・職場会議の積極的な実施や、社内報の活用等により社員間のコミュニケーシ 

ョンと情報共有を促進させる。 

【柔軟で活気のある業務実施体制の構築】 

・部門にこだわらない柔軟な業務実施体制の構築に取り組み、人材の有効活用 

を図る。 

ガバナンスの 

強化 
【安全衛生管理の徹底】 

・労働災害や交通事故の再発防止のため、各安全衛生委員会を充実させること

で、社員の安全意識の徹底を図る。 

・潜在的な危険性や有害性に対して事前に的確な対策を講ずるため、リスクア 

セスメントを導入し、安全管理を徹底する。 

・社員のメンタルヘルス不調を未然に防止するためにストレスチェックを実施 

する。 

【情報管理の徹底】 

・個人情報保護マネジメントシステムを確実に運用するとともに、機密情報の 

適正な取り扱いにより、情報管理を徹底する。 

・ＩＣＴ環境の運用状況を点検し、適正な情報管理を徹底する。 

【社員意識の向上】 

・社内監査や事務研修を通して、不法、不適切な行為の防止に対する社員意識 

の向上を図り、ガバナンスを強化する。 
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取組項目 取 組 内 容 

ガバナンスの 

強化 
【適正な事務処理のための社員教育の実施】 

・事務処理に係る説明会を適宜開催し、全社的に適正な事務処理の周知徹底を 

図る。 

 
 
◎成果指標 

 

計画期間において、業務に必要な資格の目標取得者

数を達成する。 

令和 2 年度～令和 4 年度 

 
 

 

 
 

業務改善の応募を各年度 5 件以上とする。 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

   

 
 

休業を伴う災害事故ゼロを達成する。 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 件以上 5 件以上 5 件以上

給水装置工事主任技術者・

排水設備工事責任技術者 

衛生管理者 第１種 

４名

３名

下水道技術検定 第３種 ３名

0 件 0 件 0 件
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（３）財務内容の改善・向上、効率性の発揮と成果 

 

取組項目 取 組 内 容 

経営の健全性 

維持 
【収益構造の改善】 

・営業活動や、業務提案により近隣上下水道事業体等からの新規業務を獲得し、

 自立的な経営を目指す。 

【収支の向上】 

・適正かつ効率的な業務実施体制を構築し、人件費の抑制を図る。 

・収支計画に基づき、各年度の目標利益を設定し達成を目指す。 

【社員のコスト意識向上】 

・社員一人ひとりが部門別収支の状況を把握できる環境を整備し、コスト意識の

向上を図る。 

・３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進など資源の節約に努め、経費

の削減に努める。 

効率的な体制 

による事業執行 

【効率的な体制による事業執行】 

・部門ごとに事業の将来的な見通しを立て、人員配置に反映する。 

・受注業務の内容に応じ、部門間の応援など全社的に柔軟な対応を実施する。 

・より効率的な業務実施体制の構築を検討する。 

・緊急時にも部門内外での連携が可能な業務実施体制を構築する。 

ソーシャルカン

パニーとしての

業務の強化 

【新規事業への対応】 

・上下水道事業を取り巻く環境の変化にも柔軟に対応し、新たな事業領域への 

参入による業務の獲得を図る。 

・上下水道事業体へのきめ細やかな対応力を維持・研鑽することで、競争入札 

への参加による業務獲得を図る。 

 

 

◎成果指標 

 

収支計画に基づき、各年度の目標利益を達成する。 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

   

 
 
 

 

 

 

 

23 百万円 4 百万円 55 百万円
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５ 計画の進行管理 

 

経営戦略目標の達成に向け、下記のとおり進行管理を行う。 

 

 

 

〇計画の進行管理を全社的に行うため、役員及び各部門の社員で構成する 

「経営戦略計画運営委員会」を毎年度半期ごとに開催し、本計画に定めた 

「個々の取り組み」及び「成果指標」の達成状況を確認し、自己評価を行う。 

 

 〇年度終了後は、「個々の取り組み」及び「成果指標」の達成状況について 

監査役から評価を受け、翌年度以降の目標達成に向けた取り組みに反映さ 

せる。 

 

 〇外部環境の変化等により取り組み等に変更が必要となった場合は、計画の 

見直しを行うなど適切に進行を管理する。 

  

 


